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国債振替決済制度における振決国債 
の元利金の配分等に関し日本銀行が 
参加者に支払う手数料に関する規則 

 

（趣旨） 

第一条  この規則は、国債振替決済制度における振決国債の元利金の配分及

び個人向け国債の管理に関し日本銀行が参加者に支払う手数料について必

要な事項を定める。 

 

（定義） 

第二条  この規則において、日本銀行国債振替決済業務規程（以下「規程」

という。）及び国債振替決済制度に関する規則（以下「振決規則」という。）

の用語と同一の用語は、それぞれ規程及び振決規則の用語と同一の意味を

もつものとする。 

２ この規則において、「振決国債」には、規程附則第二条及び振決規則附則

第二条の規定により振決国債とみなされる特例国債を含むものとする。 
 

（参加者への手数料の支払） 

第三条  日本銀行は、参加者（規程第七条第一項の規定により参加者口座の

開設を受けた者に限る。）に対し、次に掲げる手数料を支払う。 

  一  元金配分手数料 

  二  利子配分手数料 

 三  個人向け国債管理手数料 

２  前項各号に掲げる手数料の額は、別表に定める額とする。 

３  第一項各号に掲げる手数料の支払方法及び支払時期は、その都度、日本

銀行から参加者に通知する。 

４  参加者は、第一項の規定により支払を受けた手数料の額を確認し、これ

に異議がある場合には、当該支払を受けた日から十営業日以内に、日本銀

行取扱店に書面により異議の申立てを行う。当該申立てを行わなかった場

合には、当該手数料の額について日本銀行に対抗することができない。 
 

（報告書類の提出） 

第四条  参加者は、振決規則の定めるところにより自己の参加者口座の預り

口に記載又は記録がされている国庫短期証券の元金の配分を受けた場合に

おいて、当該参加者が間接参加者の指定参加者であり、かつ、当該国庫短

期証券の名称及び記号別の預り口に係る償還額（複数の種別に係る償還額

がある場合には、これらの償還額を合計した額）が百十一億一千二百二十
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万円を超えるときは、当該償還額について、その翌月十日までに、別紙の

国債振替決済償還額内訳報告表を日本銀行の本店に提出する。 
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元金配分手数料、利子配分手数料及び個人向け国債管理手数料の額 

 

元 

金 

配 

分 

手 

数 

料 

国庫短期証券

以外 
  預り口及び信託口の自己口（注１）に係る元金の額の合計に百万分の六の料率を乗じた額（一円未満の端数切捨て） 

国庫短期証券 

  預り口及び信託口の自己口（注２）に係る元金の額の合計に百万分の〇・九の料率を乗じた額（一円未満の端数切捨て） 
  ただし、国債の名称及び記号別の次の各号に掲げる元金の額ごとに当該料率を乗じた額（一円未満の端数切捨て）がそれぞれ当該各
号に定める額を超える場合には、当該元金の額に係る手数料の額はそれぞれ当該各号に定める額とする。 
イ  信託口の自己口（注２）に係る元金の額の合計  一万円 
ロ  預り口に係る元金の額（間接参加者口座に係る額を除く。）（複数の種別に係る額がある場合には、これらの額の合計。ハ及びニに

おいて同じ。）  一万五千円 
ハ  預り口に係る元金の額のうち間接参加者ごとの間接参加者口座（自己口）に係る額  一万円 
ニ  預り口に係る元金の額のうち間接参加者ごとの間接参加者口座（顧客口）に係る額  一万五千円 

利子配分手数料 
  利子の配分が行われた国債の当該配分時における預り口及び信託口の自己口（注１）の残高（物価連動国債の場合には、当該残高に利
子支払期日における連動係数を乗じた額）の合計に百万分の六の料率を乗じた額（一円未満の端数切捨て） 

個人向け国債管理

手数料 

利子の配分が行われた個人向け国債（令和二年十月以降に発行されたものに限る。）の当該配分時における預り口及び信託口の自己
口（注２）の残高の合計に一万分の二の料率を乗じた額 

 

（注１） この欄において「信託口の自己口」とは、信託口１、信託口２、信託口３及び信託口４の自己口Ⅰ及び自己口Ⅱ並びに信託口５及び特別課税信

託口の自己口Ⅰ、自己口Ⅱ、自己口Ⅲ及び自己口Ⅳをいう。 

（注２） この欄において「信託口の自己口」とは、信託口１、信託口２、信託口３及び信託口４の自己口Ⅰ及び自己口Ⅱ並びに信託口５の自己口Ⅰ、自

己口Ⅱ、自己口Ⅲ及び自己口Ⅳをいう。 

 

別表 


